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福祉会とは、小地域単位（概ね民生委員の担当区域）での福祉を推進するための組織の

ことで、その区域内の自治委員や民生委員、社会福祉委員などで構成されています。 

福祉会による活動は、それぞれの地域の状況に即して行われています。多くの福祉会で

は、定期的に集い、福祉制度やサービスについて学んだり、支援を必要とする人について

話し合い、地域で解決できることを見つけたり、住民の立場から地域福祉を推進していま

す。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

福祉会のない地域のみなさんへ 
まず、地域の福祉課題を話し合ったり、福祉について学んだりする場を地域の

みなさん（自治委員や民生委員、社会福祉委員など）でつくってみませんか？ 

→ それを定期的に行うことが「福祉会」の活動になります。 

☆福祉会活動を行う際は、「福祉会活動計画書」を羽島市社会福祉協議会事務局まで提出

してください。 

☆福祉会活動の運営費として、本会からの助成金を活用いただくことができます。 

 

 

福祉会とは・・・ 



  社協による出前講座メニュー 

Ｎｏ．１ 社会福祉協議会の役割について 

内  容 「社会福祉協議会とは？」「羽島市社会福祉協議会の概要」について説明します。 

所要時間 応相談 講座形式 座学（オンラインでの実施も可能） 

担  当 羽島市社会福祉協議会 総務課 

備  考 オンラインでの実施を希望する場合、ネット回線・動画視聴環境を準備してください。 

 

Ｎｏ．２ 社会福祉委員の役割について 

内  容 地域福祉の推進役である社会福祉委員の役割について説明します。 

所要時間 ３０分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市社会福祉協議会 地域福祉課 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．３ 将来の不安を安心に～成年後見制度～ 

内  容 

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等により、預貯金の管理や医

療・介護・福祉サービスの手続きなど、契約を自分ですることが難しい方々の権利を

守り、支援するための制度です。この成年後見制度の概要や日常生活自立支援事業と

の比較、費用の目安などについて説明します。 

所要時間 ６０分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市成年後見支援センター（羽島市社会福祉協議会） 



 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．４ 生活福祉資金貸付制度について 

内  容 制度等について説明します。 

所要時間 ４５分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市社会福祉協議会 総務課 

Ｎｏ．５ ボランティア活動について 

内  容 
ボランティア活動を始める前に知っておきたい知識や心構え、羽島市福祉ボランテ

ィアセンターの紹介、羽島市内で行われているボランティア活動の紹介などをします。 

所要時間 ３０分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市社会福祉協議会 総務課 

Ｎｏ．６ 災害ボランティアセンターについて 

内  容 
「災害ボランティアセンターとは？」「災害ボランティアセンターにおける社会福祉

協議会の役割」などについて説明します。 

所要時間 ４５分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市社会福祉協議会 総務課 

Ｎｏ．７ 福祉体験①～高齢者疑似体験～ 

内  容 加齢に伴う体の変化や高齢者との接し方について学びます。 

所要時間 応相談 講座形式 座学＋体験 

担  当 羽島市社会福祉協議会 地域福祉課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．８ 福祉体験②～車いす体験～ 

内  容 
介助する側・される側の体験を通して、車いすを利用する方を取り巻く環境や自分

たちができることを考えます。 

所要時間 応相談 講座形式 座学＋体験 

担  当 羽島市社会福祉協議会 地域福祉課 

Ｎｏ．９ 福祉体験③～白杖体験～ 

内  容 
介助する側・される側の体験を通して、視覚障がいがある方を取り巻く環境や自分

たちができることを考えます。 

所要時間 応相談 講座形式 座学＋体験 

担  当 羽島市社会福祉協議会 地域福祉課 

Ｎｏ．１０ 地域のお宝探し 

内  容 

地域には、自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。羽島市

社会福祉協議会では、これを「地域のお宝」と呼んでいます。 

 講座では、地域のお宝を探して・知って、それが持つ意味を考えます。きっと「地

域での支え合いとは？」が見えてくるはずです。 

所要時間 ６０分～９０分程度 講座形式 座学＋個人またはグループワーク 

担  当 羽島市社会福祉協議会 地域福祉課 



 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．１１ 楽しく運動して いっぱい笑って みんな元気に!! ～通いの場～ 

内  容 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域住民がお互いを気にかけ合

ったり、支え合ったりすることができる地域づくりが求められています。 

 羽島市においても、その一環として地域住民がつどい交流する場などを活用して、

住民主体で介護予防の取り組みを行う「通いの場」の設置・運営を進めています。 

「通いの場とは？」「なぜ通いの場が必要なの？」といったことを説明したり、市内

で活動されている団体の紹介や介護予防運動の体験をしたりします。 

所要時間 応相談 講座形式 座学＋体験 

担  当 羽島市社会福祉協議会 地域福祉課 

Ｎｏ．１２ ケアプランの見方を学ぼう～この書類なに？～ 

内  容 

介護保険サービスを使い始めると、ケアマネジャーはいろいろな書類を持ってきて

説明をします。書類の見方を知るだけでも、サービス利用への不安が軽減します。講

座では、書類の見方について紹介します。 

所要時間 ４５分程度 講座形式 座学 

担  当 ふれあい介護支援センター 

Ｎｏ．１３ 児童発達支援サービスについて① 

内  容 児童発達支援の目標と内容について紹介します。 

所要時間 ４５分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市発達支援センター 

備  考 ２０名程度でお申し込みください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ．１４ 児童発達支援サービスについて② 

内  容 福祉サービスのひとつである児童発達支援サービスの仕組みについて紹介します。 

所要時間 ４５分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市発達支援センター 

備  考 ２０名程度でお申し込みください。 

Ｎｏ．１５ 羽島市児童センターの紹介 

内  容 
0 歳から 18 歳未満の子ども（0 歳から 6 歳までは保護者同伴）を対象にした施設

の概要やその果たす役割・親子遊びの内容（実践を含む）などを紹介します。 

所要時間 ６０分程度 講座形式 座学 

担  当 羽島市児童センター 

備  考 １０名以上でお申し込みください。 



市内の社会福祉法人による 

出前講座メニュー 

 

 

 

Ⅰ． 福祉体験講座（車いす、福祉機器の体験） 

内  容 「障がい者福祉とは？」「福祉機器（車いす等）」について説明、紹介します。 

所要時間 ６０分程度 講座形式 座学＋体験 

講  師 社会福祉法人豊寿会 障がい者総合福祉施設 あいそら羽島 

Ⅱ． 老人福祉施設ってどんなところ？ 

（特別養護老人ホーム・デイサービス・ケアハウス） 

内  容 

「施設は、どのような方が利用できる？」「利用料金はどのくらい？」「どんなこと

をしているの？」「特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービスの違い」など

を学びます。施設見学を行うこともできます。（パンフレットでの説明となる場合があ

ります） 

所要時間 応相談 講座形式 応相談 

講  師 社会福祉法人はしま 特別養護老人ホーム寿光苑 

Ⅲ． 福祉避難所について 

内  容 

「災害時、介護を必要としている人は、どうしたらいい？」 

そんな時に利用できる福祉避難所がありますが、はたしてどういった時にこの避難

所が利用できるのか、その仕組み等を学びます。 

所要時間 応相談 講座形式 座学 

講  師 社会福祉法人はしま 寿光苑在宅介護支援事業所 



 

 

☆羽島市地域包括支援センター・羽島市南部地域包括支援センター 

「高齢者福祉・介護予防どこでも出張講座」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びの幅を広げよう① 

時間や内容等は応相談になります。直接、羽島市地域

包括支援センター・羽島市南部地域包括支援センター

へお問い合わせ、お申し込みください。 

 

●足近町、小熊町、新生町、正木町、竹鼻町、福寿町、江吉良町、

舟橋町の方 

羽島市地域包括支援センター 

TEL：３９４－２５２１ 

 

●堀津町、上中町、下中町、桑原町の方 

羽島市南部地域包括支援センター 

TEL：２６０－５０２１ 

問い合わせ・申し込み



 

 

☆岐阜県庁 「県職員出前トーク」 

☆羽島市役所 「羽島市出前講座」

☆岐阜県聴覚障害者情報センター 

アウトリーチ事業（出前講座） 

   「聴覚障がいの基礎知識を学ぶ講座」 

      

岐阜県庁および羽島市役所、岐阜県聴覚障害者情報セン

ターによる出前講座をご希望の場合は、ホームページ記

載事項を確認のうえ、直接、お申し込みください。 

学びの幅を広げよう② 

テーマ例＊地域医療構想について／生活習慣病を予防しよう／心の健康づくり／  

各地域の福祉の状況について／障害を理由とする差別の解消に向けて などなど！ 

 

テーマ例＊市民が主体のまちづくり／羽島市の健幸づくりを考えよう！／季節の健康

づくり～熱中症予防～／食からはじめる健康づくり／防災じぶんごと講座～自分の命

は自分で守ろう～／羽島市立学校の特色／子どもたちが抱えている問題 などなど！ 



 
 

福祉会出前講座申込書 
 

希望講座名  

希望日時 

第１希望 年  月  日（  ）  時  分 ～  時  分 

第２希望  年  月  日（  ）  時  分 ～  時  分 

第３希望  年  月  日（  ）  時  分 ～  時  分 

会  場  

参加予定人数  

福祉会名 福祉会 

申込者氏名  

連 絡 先 －          －           

 

申込方法 

 No.1～No.1５、Ⅰ～Ⅲについては、開催希望日の１か月前までに、本申込書を

羽島市社会福祉協議会事務局まで、ＦＡＸ・E-mail または、直接お越しになり

提出してください。 

 

申し込み及び問い合せ先 

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会 地域福祉課 

羽島市福寿町浅平３丁目２５番地 羽島市福祉ふれあい会館１階 

TEL ３９１－０６３１ ・ FAX ３９１－０６３２ 

E-mail  chiiki@hashima-shakyo.or.jp 

受付日 年  月  日 

受付者  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会 

羽島市福寿町浅平３丁目２５番地 羽島市福祉ふれあい会館内 

TEL ３９１－０６３１ ・ FAX ３９１－０６３２ 

E-mail  chiiki@hashima-shakyo.or.jp 

 

冊子「福祉会出前講座」は共同募金の配分金により作成しました。


